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農業機械の安全性能アセスメント委託事業 

第１回評価検討会 議事次第 

日時：令和４年９月 29 日（木） 14：45～ 

場所：機械振興会館 ６Ｄ－４会議室 

（東京都港区芝公園３丁目５−８） 

※WEB 配信あり（関係者限り）

出席者：農林水産省、評価検討会委員、農研機構、その他関係者 

１．開会・挨拶 

農林水産省 農産局 技術普及課 

農研機構 農業機械研究部門 所長 

２．評価検討会委員紹介・委員長選出（資料１） 

３．議事 

（１）事業の背景及び事業内容について（資料２－１、２－２）

（２）事業実施内容の概要について（資料３～資料６）

１）農用運搬車にかかる事故の発生実態

２）農用運搬車の試験手法・評価手法及び対象機種の検討

３）事業の実施体制・検討の進め方・年度計画

４．その他 

（１）今後のスケジュール

（２）その他

５．閉会 
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資料一覧 

資料１ 安全性能アセスメント委託事業評価検討会委員名簿 

資料２－１ 農業機械の安全性能アセスメント委託事業（事業背景と内容） 

資料２－２ 安全性能アセスメント委託事業仕様書 

資料３ 農用運搬車にかかる事故の発生実態 

資料４ 農用運搬車の試験手法・評価手法の現時点イメージ 

資料５ 農用運搬車のバリエーション整理表及び供試機の案 

資料６ 安全性能アセスメント委託事業企画書 



資料１ 

 

農業機械の安全性能アセスメント委託事業評価検討会委員名簿 

 

伊藤 一栄 全国農業機械士協議会 会長 

 

川口 尚 一般社団法人日本農業機械工業会 常務理事 

 

齋藤 剛 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

  新技術安全研究グループ 統括研究員 

 

高橋 元 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 調査役 

 

田島 淳  東京農業大学地域環境科学部生産環境工学科 

機械システム創成分野バイオロボティクス研究室 教授 

 

藤井 尚則 中央労働災害防止協会技術支援部 専門役 

 

（50音順・敬称略） 
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農
作

業
死

亡
事

故
の

現
状

(
推

移
)

○
令
和
２

年
の
農
作

業
事
故
死

亡
者
数
は

2
70
人

で
あ

り
、

前
年

（
令

和
元

年
）

と
比

べ
て

1
1
人
減
少
。

○
就
業

者
1
0
万
人
当

た
り
の
死

亡
事
故
者

数
は

10
.
8
人

と
過

去
1
0
年

間
で

最
も

高
い

水
準

と
な

り
、
他
産

業
と
の
差

は
拡
大
傾

向
。
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た
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故

者
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推

移

死 亡 者 数

高 齢 者 の 割 合

死
亡

者
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農
業

：
農

作
業
死
亡

事
故
調

査
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農
水

省
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他
産

業
：

死
亡
災
害
報

告
（
厚

労
省
）

就
業

者
農

業
：

農
林
業
セ
ン

サ
ス
、

農
業
構
造

動
態
調

査
（
農
水

省
）

他
産

業
：

労
働
力
調
査

（
総
務

省
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農
作
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死
亡
事
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調
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農
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建
設

業

全
産

業

農
業

（
農

業
従

事
者

数
ベ

ー
ス

）

（
％

）
（
人

）
（
人

）

（
注

）
就

業
者

10
万

人
当

た
り

死
亡
事

故
者
数

の
算
出
に

お
い
て

就
業
者
と

し
て
使

用
し
て
い

た
農
業

就
業

人
口

の
調

査
が

令
和

元
年
で

終
了
し
た

た
め
、

令
和
２
年

か
ら
農

業
従
事
者

数
を
使

用
し
て
算

出
。
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乗
用

型
ト

ラ
ク

タ
ー

8
1
人

(3
0
.0

%
)

歩
行

型
ト

ラ
ク

タ
ー

2
6
人

(9
.6

%
)

農
用
運
搬
車

1
5
人

(5
.6

%
)

自
脱

型
コ

ン
バ

イ
ン

1
2
人

(4
.4

%
)

動
力
防
除
機

9
人

(3
.3

%
)

動
力
刈
払
機

7
人

(2
.6

%
)

農
用
高
所
作
業
機

3
人

(1
.1

%
)

そ
の

他

3
3
人

(1
2
.2

%
)

熱
中

症

3
2
人

(1
1
.9

%
)

ほ
場

、
道

路
か

ら
の

転
落

1
3
人

(4
.8

%
)

稲
ワ

ラ
焼

却
中

等
の

火
傷

1
1
人

(4
.1

%
)

木
等

の
高

所
か

ら
の

転
落

6
人

(2
.2

%
)

そ
の

他

1
4
人

(5
.2

%
)

要
因

別
の

死
亡

事
故

発
生

状
況

（
令

和
２

年
）

農
作
業
死
亡
事
故
調
査
（
農
水
省
）

○
令
和
２

年
の
農
作

業
死
亡
事

故
を
要
因

別
に

み
る

と
、

「
農

業
機

械
作

業
に

係
る

事
故

」
が

1
86
人
（

6
8.
9
％
）

と
最
も
高

い
状
態
が

継
続
し
て

お
り

、
農
業

機
械
作
業

の
安
全

対
策

の
強

化
が

急
務

。

○
農
業

機
械

作
業
に

係
る
事
故

の
う
ち
乗

用
型

ト
ラ

ク
タ

ー
に

係
る

事
故

が
8
1
人

と
最

多
で

あ
り
、
次
い

で
、
歩
行

型
ト
ラ
ク

タ
ー
、

農
用
運
搬

車
に

係
る
事

故
が
多
く

な
っ
て

い
る

。

2
7
0

人

農
業

機
械

作
業

に
係

る
事

故
1
8
6
人

（
6
8
.9

％
）

農
業

用
施

設
作

業
に

係
る

事
故

8
人

（
3
.0

％
）

機
械

・
施

設
以

外
の

作
業

に
係

る
事

故
7
6
人

（
2
8
.1

％
）

２
．

農
作

業
死

亡
事

故
の

現
状

(
要

因
別

分
析

)

3



30
,6

80
 

62
,7

46
 

17
,2

40
 

12
,1

37
 

8,
41

6 

1,
51

7 

6 

36
8 

10
,8

47
 

0 

46
3 

0 

2,
87

6 

26
,9

57
 

34
8 

16
7 

3,
30

0 

15
9 

1,
37

4 

1,
17

5 

52
7,

91
9 

9,
17

0 

1,
26

9 

1,
61

7 

農
用
ト
ラ
ク
タ
ー
（
乗

用
型
）

農
用
ト
ラ
ク
タ
ー
（
歩

行
型
）

田
植
機

（
土
付
き
苗
用
、
乗

用
型
）

コ
ン
バ
イ

ン

（
自
脱
型
、
普

通
型
）

農
用
乾
燥
機
（
循

環
型
）

ス
ピ
ー
ド
ス
プ

レ
ヤ
ー

動
力
噴
霧
器
（
走

行
式
）

野
菜
収
穫
機

（
茎
葉
菜
類
、
根

菜
類
）

動
力
刈
取
機
（
刈

払
型
）

農
用

運
搬
車

農
用
さ

い
断
機

高
所

作
業
機

○
（
国

研
）
農

研
機

構
で

は
、

メ
ー

カ
ー

等
か

ら
の

依
頼

に
よ

り
、

農
業

機
械

が
同

機
構

の
定

め
る

安
全

基
準

を
満

た
す

か
ど

う
か

を
合

否
判

定
す

る
「
安

全
性

検
査

」
を

実
施

し
て

い
る

（
任

意
制

度
）
。

○
農

業
機

械
の

出
荷

台
数

に
占

め
る

検
査

合
格

機
の

割
合

を
み

る
と

、
検

査
合

格
機

が
ほ

と
ん

ど
の

割
合

を
占

め
る

機
種

（
乗

用
型

ト
ラ

ク
タ

ー
、

歩
行

型
ト

ラ
ク

タ
ー

、
田

植
機

、
コ

ン
バ

イ
ン

、
乾

燥
機

、
ス

ピ
ー

ド
ス

プ
レ

ヤ
ー

）
と

、
検

査
合

格
機

が
ほ

と
ん

ど
存

在
し

な
い

機
種

に
二

極
化

。

な
お

、
農

用
運

搬
車

、
高

所
作

業
車

等
は

、
農

作
業

死
亡

事
故

が
発

生
し

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
合

格
機

の
出

荷
が

な
い

状
況

。

年
間

出
荷

台
数

に
占

め
る

安
全

性
検

査
合

格
機

ま
た

は
安

全
鑑

定
適

合
機

の
台

数
（
令

和
２

年
）

…
安

全
性

検
査

合
格

機
ま

た
は

安
全

鑑
定

適
合

機

３
．

農
業

機
械

の
安

全
対

策
に

つ
い

て
（

安
全

性
検

査
）
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○
農

林
水

産
省
で
は

、
農
作
業

に
お
け
る

安
全

対
策

の
強

化
を

図
る

た
め

、
令

和
3
年

2月
に

農
業
者
・
農

業
者
団
体

、
労
働
安

全
に
係

る
有
識
者

、
農

業
機
械

関
係
団
体

等
の
関

係
者

か
ら

成
る

「
農

作
業

安
全

検
討

会
」

を
設

置
し
、

農
業
機
械

の
安
全
対

策
等
を
検

討
。

○
同

年
5
月

に
は
、
検

討
の
結
果

を
「
農
作

業
安

全
対

策
の

強
化

に
向

け
て

（
中

間
と

り
ま

と
め

）
」

と
し

て
と
り
ま

と
め
。

農
作

業
安
全

検
討

会
開
催

要
領

令
和
３
年
２
月

令
和
４
年
５
月
改
訂

農
林
水
産
省

１
趣
旨

農
業
に
お

い
て

は
、

毎
年

30
0件

前
後

の
農
作

業
中

の
死

亡
事
故
が
発
生
し
、
10
万
人
当
た

り
の
死
亡
事

故
件

数
も

増
加

傾
向

に
あ

る
な

ど
、

作
業

安
全

対
策
の
強
化
は
喫
緊
の
課
題
と

な
っ
て
い
る

。
こ
う
し
た

課
題

に
対

応
す

る
た

め
に

は
、

農
業

者
・

農
業

者
団
体
等
が
取
り
組
む
べ
き
事

項
に
つ
い
て

と
り

ま
と

め
た

「
作

業
安

全
規

範
」

の
普

及
等

と
併
せ
、
農
業
機
械
の
安
全
対

策
の
強
化
や

関
係

法
令

に
お

け
る

対
応

の
徹

底
等

、
幅

広
い

観
点
か
ら
対
策
を
講
じ
て
い
く

こ
と
も
必
要

で
あ

る
。

こ
の
た
め

、
農

業
者

・
農

業
者

団
体

、
労

働
安

全
に

係
る

有
識
者
、
農
業
機
械
関
係
団
体

等
の
関
係
者

を
参

集
し

た
「

農
作

業
安

全
検

討
会

」
に

お
い

て
必
要
な
対
策
を
検
討
し
、
効

果
的
な
取
組

に
結

び
つ

け
て

い
く

こ
と

と
す

る
。

２
構
成

⑴
検
討
会

は
、

別
紙

に
掲

げ
る

委
員

を
も

っ
て

構
成

す
る

。
⑵

検
討
会

は
、

必
要

と
認

め
る

と
き

は
、

委
員

以
外

の
者

か
ら
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す

る
。

⑶
検
討
会

は
、

必
要

と
認

め
る

と
き

は
、

専
門

的
見

地
か

ら
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
検
討

す
る
た
め
、

作
業

部
会

を
設

置
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と
す
る
。

３
運
営

⑴
会
議
は

原
則

と
し

て
公

開
と

す
る

。
⑵

会
議
の

議
事

要
旨

及
び

資
料

は
、

会
議

終
了

後
、

委
員

の
了
解
を
得
た
上
で
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
よ

り
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。

４
当
面
の

活
動

内
容

令
和
３
年

２
月

か
ら

検
討

を
開

始
し

、
令

和
３

年
４

月
中

に
中
間
と
り
ま
と
め
を
行
っ
た

上
で
、
５
月

以
降

更
に

具
体

的
な

対
策

等
を

検
討

す
る

こ
と

を
目
指
す
。

農
作

業
安
全

検
討

会
委
員

名
簿

梅
崎

重
夫

（
独
）

労
働

者
健

康
安

全
機

構
労

働
安

全
衛
生

総
合

研
究

所
長

大
浦

栄
次

（
一
社

）
日

本
農

村
医

学
会

監
事

大
吉

枝
美

大
吉
農

園

川
口

尚
（
一

社
）
日

本
農

業
機

械
工

業
会

常
務

理
事

小
谷

あ
ゆ
み

フ
リ

ー
ア
ナ

ウ
ン

サ
ー

、
農

業
ジ

ャ
ー

ナ
リ

ス
ト

鈴
木

信
生

（
一

社
)日

本
労

働
安

全
衛

生
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

会
副

会
長

髙
橋

良
行

（
公
社

）
日

本
農

業
法

人
協

会
理

事

田
島

淳
東
京

農
業
大

学
地

域
環

境
科
学

部
生

産
環
境

工
学

科

田
中

宏
樹

全
国
農

業
機

械
商

業
協

同
組

合
連

合
会

専
務
理

事

冨
田

宗
樹

（
国
研

）
農

研
機

構
農

業
機
械

研
究

部
門

安
全

検
査
部

長

藤
盛

隆
志

（
一
社

）
日

本
農

業
機

械
化

協
会

専
務

理
事

元
広

雅
樹

（
一
社

）
全

国
農

業
協

同
組

合
中

央
会

営
農
・

担
い

手
支

援
部

長

横
手

啓
全
国

農
業
協

同
組

合
連

合
会

耕
種

資
材
部

次
長

（
敬

称
略
、

五
十

音
順

）
（
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
）

厚
生
労
働
省

労
働
基
準

局
安

全
課

経
済
産
業
省

産
業
機
械

課

国
土
交
通
省

自
動
車
局

安
全

・
環
境

基
準

課

警
察
庁

交
通
局

交
通

企
画

課

(R
4.

5時
点

)

４
．

農
作

業
安

全
検

討
会

に
つ

い
て

5



農
作

業
安

全
検

討
会

中
間

と
り

ま
と

め
ー

概
要

ー

農
作

業
環

境
の

安
全

対
策

の
強

化

【
農

業
機

械
の

安
全

対
策

の
強

化
】

農
業

者
の

安
全

意
識

の
向

上

【
農

地
、

農
道

、
農

業
施

設
等

の
安

全
対

策
の

強
化

】

【
研

修
体

制
の

強
化

】

【
現

場
の

取
組

の
活

性
化

】令
和

３
年

５
月

1
4
日

農
作

業
安

全
検

討
会

農
業

は
毎

年
3
0
0
件

前
後

の
死

亡
事

故
が

発
生

。
就

業
人

口
1
0
万

人
当

た
り

の
死

者
数

も
増

加
傾

向
に

あ
り

、
他

産
業

と
の

差
は

拡
大

し
て

い
る

。
労

働
安

全
が

未
だ

十
分

に
確

保
さ

れ
て

い
な

い
状

況
に

、
農

業
関

係
者

は
強

い
危

機
感

を
抱

く
べ

き
で

あ
り

、
農

作
業

安
全

対
策

を
幅

広
い

観
点

か
ら

更
に

積
極

的
に

展
開

す
べ

き
。

・
海

外
や

他
分

野
で

装
備

さ
れ

て
い

る
安

全
装

置
等

が
、

我
が

国
で

は
未

装
備

→
農

作
業

死
亡

事
故

の
要

因
と

な
っ

て
い

る
可

能
性

・
海

外
や

他
分

野
の

現
状

等
を

踏
ま

え
、

逐
次

、
安

全
装

置
の

装
備

化
等

を
進

め
る

必
要

→
ま

ず
は

、
以

下
の

装
備

化
等

の
検

討
を

開
始

・
シ

ー
ト

ベ
ル

ト
非

着
用

時
の

警
告

装
置

・
シ

ー
ト

ス
イ

ッ
チ

(離
席

時
に

作
業

機
へ

の
動

力
伝

達
を

遮
断

す
る

装
置

)

・
安

全
性

検
査

※
の

受
検

が
一

部
の

機
種

に
偏

重

→
農

業
者

が
安

全
基

準
を

満
た

す
型

式
を

容
易

に
選

択
で

き
な

い
状

態

※
農

研
機

構
が

運
用

す
る

任
意

の
制

度

・
安

全
性

検
査

の
仕

組
み

を
見

直
し

、
受

検
率

の
向

上
を

図
る

必
要

→
以

下
の

見
直

し
の

検
討

を
開

始
・

書
類

審
査

へ
の

移
行

・
検

査
手

数
料

の
低

減
・

検
査

合
格

機
に

つ
い

て
保

険
料

の
割

引
の

働
き

か
け

等

・
法

令
※
で

定
め

ら
れ

た
規

制
へ

の
農

業
分

野
に

お
け

る
対

応
が

十
分

で
は

な
い

・
ト

ラ
ク

タ
ー

等
が

、
他

分
野

と
異

な
り

、
法

令
※
の

規
制

対
象

機
械

と
な

っ
て

い
な

い
も

の
が

あ
る ※

労
働

安
全

衛
生

法
令

、
道

路
運

送
車

両
法

令

・
既

に
法

令
で

規
制

さ
れ

て
い

る
取

組
の

徹
底

に
向

け
た

指
導

の
強

化
等

が
必

要
（
例

）
フ

ォ
ー

ク
リ

フ
ト

の
定

期
自

主
検

査
、

ト
ラ

ク
タ

ー
の

灯
火

器
類

の
設

置

・
事

故
分

析
結

果
等

を
踏

ま
え

、
必

要
に

応
じ

て
ト

ラ
ク

タ
ー

等
の

規
制

上
の

取
り

扱
い

に
つ

い
て

、
法

所
管

省
へ

の
確

認
が

必
要

・
農

地
や

農
道

、
農

業
施

設
等

の
安

全
対

策
の

強
化

が
重

要
・

農
業

生
産

基
盤

整
備

を
行

う
際

の
安

全
配

慮
の

徹
底

、
優

良
事

例
の

積
極

的
な

情
報

提
供

が
必

要

① ② ③ ④

・
家

族
経

営
が

多
く
労

務
管

理
が

困
難

・
農

業
者

は
農

作
業

事
故

を
「
自

分
ご

と
」
と

し
て

捉
え

て
い

な
い

⑤ ・
事

故
が

経
営

に
及

ぼ
す

影
響

を
、

事
例

を
通

じ
て

実
感

で
き

る
よ

う
な

研
修

※
が

有
効

※
 自

動
車

運
転

免
許

証
の

更
新

時
講

習
な

ど
が

参
考

・
研

修
受

講
を

補
助

金
の

受
給

要
件

（
ク

ロ
ス

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

）
化

す
る

必
要

・
Ｇ

Ａ
Ｐ

な
ど

の
具

体
的

な
取

組
に

向
け

て
、

農
業

者
等

の
機

運
の

醸
成

が
不

可
欠

⑥ ・
県

段
階

、
地

域
段

階
に

お
け

る
農

作
業

安
全

推
進

協
議

会
等

の
設

置
促

進
が

必
要

・
積

極
的

な
取

組
の

表
彰

等
を

通
じ

て
、

安
全

対
策

の
印

象
を

前
向

き
な

も
の

に
変

え
て

い
く
必

要

6



４
．

新
し

い
安

全
性

検
査

制
度

の
基

本
的

枠
組

み

１
対

象
機

種


乗

用
型

ト
ラ

ク
タ

ー
、

歩
行

型
ト

ラ
ク

タ
ー

、
自

脱
型

コ
ン

バ
イ

ン
、

田
植

機
、

乾

燥
機

、
は

、
順

次
、

安
全

装
備

検
査

基
準

を
個

別
に

検
討

し
た

上
で

実
施

。


ス

ピ
ー

ド
ス

プ
レ

ヤ
ー

（
S
S
）
に

つ
い

て
は

、
別

途
分

科
会

を
立

ち
上

げ
た

上
で

必
要

な
安

全
対

策
を

検
討

。

２
開

始
時

期


乗

用
型

ト
ラ

ク
タ

ー
の

新
基

準
の

適
用

時
期

で
あ

る
令

和
7
年

４
月

と
整

合
さ

せ
る

こ
と

と
し

、
そ

の
間

は
現

行
制

度
を

継
続

す
る

。

３
書

面
審

査


安

全
性

検
査

の
合

否
の

判
断

を
、

実
機

検
査

に
代

え
て

書
面

で
行

う
。

（
た

だ
し

、
依

頼
者

が
実

機
検

査
を

希
望

す
る

場
合

は
こ

れ
も

認
め

る
）


書

類
や

申
請

手
続

き
を

簡
素

化
す

る
。

４
製

品
ア

セ
ス

メ
ン

ト


検

査
実

績
が

十
分

で
は

な
い

機
種

は
、

対
象

機
種

か
ら

一
旦

除
外

し
た

上
で

、

安
全

性
能

を
評

価
及

び
公

表
す

る
「
製

品
ア

セ
ス

メ
ン

ト
」
を

行
い

、
市

販
機

種

の
安

全
水

準
を

関
係

者
に

広
く
明

ら
か

に
し

た
上

で
、

対
象

機
種

へ
の

移
行

を

進
め

る
。

○
安
全
性

検
査
制
度

の
見
直
し

に
向
け
、

農
作

業
安

全
検

討
会

の
下

に
安

全
性

検
査

制
度

検
討

部
会
を
設

置
。

○
制
度

検
討

部
会
で

の
議
論
を

経
て
、
新

し
い

安
全

性
検

査
制

度
に

お
け

る
対

象
機

種
や

開
始

時
期
な
ど

を
定
め
た

「
新
し
い

安
全

性
検
査
制
度

の
基
本
的

な
枠
組
み

（
案
）
」

を
作

成
し

、
令

和
３

年
1
2
月

の
第

５
回

農
作

業
安
全

検
討
会
で

確
認
。

２
わ

か
り

や
す

さ
の

向
上

・
検
査

基
準

の
明
確

化


新

証
票

は
シ

ン
プ

ル
な

デ
ザ

イ
ン

と
し

、
一

般
公

募
を

通
じ

て
決

定
。


「
安

全
装

備
検

査
基

準
」
、

「
先

進
安

全
装

備
リ

ス
ト

」
等

の
新

基
準

は
2
0
1
9
年

基
準

を
基

本
に

検
討

。


基

準
の

明
確

化
に

向
け

た
勉

強
会

の
開

催
、

基
準

適
合

・
不

適
合

事
例

の
共

有
。

３
購

買
行

動
対

応
の

強
化

４
そ

の
他

（
検

査
結

果
の

有
効
期

限
）


W

E
B

、
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
に

お
け

る
合

格
証

票
の

表
示

ル
ー

ル
を

統
一

。


検

査
合

格
機

を
対

象
と

し
た

保
険

料
の

割
引

に
つ

い
て

事
業

者
と

協
議

。


旧

基
準

合
格

機
に

対
す

る
証

票
貼

付
は

、
新

基
準

適
用

開
始

後
３

ヶ
年

を
限

度
。

（
参

考
）

今
後

更
に

検
討
が

必
要
な

事
項

①
量

産
直

前
の

受
検

②
年

度
末

・
年

度
当

初
に

受
検

の
申

込
み

が
で

き
な

い
期

間
の

短
縮

化

③
事

後
検

査
の

具
体

的
手

法
等

④
製

品
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

１
機

種
目

の
選

定

⑤
書

面
審

査
の

様
式

・
添

付
書

類
及

び
検

査
手

数
料

の
水

準

⑥
基

準
の

明
確

化
に

向
け

た
勉

強
会

の
開

催
手

法
、

基
準

不
適

合
事

例
の

共
有

手
法

⑦
検

査
証

票
の

効
果

的
な

周
知

方
法

１
検
査

手
続

き
の
簡

素
化

等
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農
業
機
械
の
安
全
性
能
ア
セ
ス
メ
ン
ト

【令
和
４
年
度
予
算
額

20
（
０
）
百
万
円
】

＜
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
＞

よ
り安

全
な

農
業

機
械

の
普

及
促

進
を

図
る

た
め

、農
業
機
械
の
安
全
性
能
ア
セ
ス
メ
ン
ト

を
実

施
す

る
に

あ
た

り、
令

和
４

年
度

は
農

業
機

械
の

安
全

性
能

評
価

を
行

うた
め

の
具

体
的

な
試
験
・評
価
手
法
を
確
立

しま
す

。

＜
事
業
目
標
＞

農
作

業
事

故
に

よ
る

死
亡

者
数

の
減

少
（

30
4人

［
平

成
29

年
］

→
 1

85
人

［
令

和
４

年
］

）

＜
事

業
の

内
容

＞
＜

事
業

イ
メ

ー
ジ

＞

農
業

機
械

の
安

全
性

能
評

価
を

行
うた

め
の

具
体

的
な

試
験

・評
価

手
法

を
確

立
し、

メー
カー

に
対

し安
全

性
の

高
い

農
業

機
械

の
開

発
を

促
す

とと
も

に
、農

業
者

が
安

全
性

の
高

い
農

業
機

械
を

選
択

しや
す

い
環

境
を

整
備

す
る

こと
で

、安
全

な
農

業
機

械
の

普
及

促
進

を
図

りま
す

。

①
試
験
手
法
の
確
立

事
故

発
生

時
の

安
全

性
能

評
価

及
び

事
故

の
発

生
を

未
然

に
防

ぐ予
防

安
全

性
能

評
価

を
行

うた
め

の
デ

ー
タを

収
集

す
る

とと
も

に
、具

体
的

な
試

験
手

法
を

確
立

しま
す

。

②
評
価
手
法
の
確
立

収
集

した
デ

ー
タに

関
して

農
業

機
械

の
安

全
性

適
合

範
囲

の
決

定
等

を
実

施
し、

評
価

基
準

（
評

価
点

の
在

り方
等

）
を

策
定

す
る

な
ど、

評
価

手
法

を
確

立
しま

す
。

①
、②

で
確

立
した

実
施

手
法

を
活

用
し、

令
和

５
年

度
以

降
に

安
全

性
能

ア
セ

ス
メ

ン
トを

実
施

しま
す

。

＜
事

業
の

流
れ

＞

国
民

間
団

体
等

委
託

評
価

基
準

の
策

定

○
○

性
能

評
価

△
△

性
能

評
価

＜
事

故
発

生
時

の
安

全
性

能
評

価
＞

＜
予

防
安

全
性

能
評

価
＞

非
常

停
止

装
置

自
動

停
止

装
置

転
倒

試
験

保
護

装
備

［
お

問
い

合
わ

せ
先

］
農

産
局

技
術

普
及

課
（

03
-6

74
4-

21
82

）

①
試
験
手
法
の
確
立

②
評
価
手
法
の
確
立

×
×

性
能

評
価

収
集

し
た

デ
ー

タ

デ
ー

タ
収

集
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５
製

品
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

つ
い

て
（

対
象

機
種

の
選

定
）

○
第

５
回

農
作

業
安

全
検

討
会

に
お

い
て

、
安

全
性

検
査

の
受

検
実

績
が

十
分

で
は

な
い

機
種

に
つ

い
て

は
、

対
象

機
種

か
ら

一
旦

除
外

し
た

上
で

「
製

品
ア

セ
ス

メ
ン

ト
」
を

実
施

し
、

市
販

機
の

安
全

水
準

を
広

く
明

ら
か

に
し

た
上

で
、

新
た

な
安

全
性

検
査

基
準

の
検

討
を

進
め

る
こ

と
、

そ
の

対
象

機
種

に
つ

い
て

は
、

死
亡

事
故

の
発

生
率

や
国

内
市

場
の

状
況

等
を

勘
案

し
決

定
す

る
こ

と
と

さ
れ

た
。

○
こ

の
た

め
、

年
間

出
荷

台
数

あ
た

り
の

死
亡

事
故

発
生

率
が

高
く
、

事
故

発
生

時
の

重
症

度
も

高
い

水
準

に
あ

る
「
農

用
運

搬
車

」
を

１
機

種

目
と

し
て

選
定

。

国
内

向
け

出
荷

台
数

死
亡

事
故

件
数

死
亡

事
故

発
生

率

農
用

運
搬

車
1
2
,3

0
5
 

2
8
 

0
.2

3
%

乗
用

型
ト

ラ
ク

タ
ー

4
2
,7

5
5
 

9
5
 

0
.2

2
%

自
脱

コ
ン

バ
イ

ン
1
6
,6

4
0

1
0

0
.0

6
%

歩
行

型
ト

ラ
ク

タ
ー

1
0
8
,2

0
9

2
9

0
.0

3
%

動
力

刈
払

機
5
8
4
,8

4
2

8
0
.0

0
1%

年
間

出
荷

台
数

当
た

り
の

死
亡

事
故

発
生

率
（
平

成
2
3
～

令
和

２
年

平
均

）

農
林

水
産

省
：

「
主

要
な

農
業

機
械

の
出

荷
状

況
調

査
に

つ
い

て
」

「
農

作
業

死
亡

事
故

調
査

」

J
A

共
済

：
「
共

済
金

支
払

デ
ー

タ
に

基
づ

く
農

作
業

事
故

の
発

生
状

況
の

分
析

」
（
令

和
４

年
４

月
公

表
）

農
業

機
械

の
リ

ス
ク

マ
ッ

プ

9



1
0

（
参

考
）

自
動

車
ア

セ
ス

メ
ン

ト
（

概
要

）

出
展
：
（

独
法

）
自
動

車
事

故
対
策

機
構

「
自
動

車
安

全
性

能
2
02
1
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
」

1
0



（
参

考
）

不
整

地
運

搬
車

※
、

構
内

運
搬

車
に

係
る

労
働

安
全

衛
生

規
則

及
び

構
造

規
格

の
規

定
（

機
械

の
規

格
に

係
る

主
な

も
の

）

主
な
規
格

安
衛
則
、
構
造
規
格

灯
火

前
照
灯
、

尾
灯

を
備

え
る

連
結

装
置

被
け

ん
引

車
を

連
結

す
る

と
き

は
、

確
実

な
連

結
装

置
を

用
い

る

安
定

度
無

負
荷
状

態
で

3
0°

ま
で

傾
け

て
も

転
倒

し
な

い

制
動

装
置

走
行
の
制

動
、

及
び

停
止

状
態

を
保

持
す

る
た

め
の

制
動

装
置

を
備

え
て

い
る

最
高
速
度

走
行

中
に

ブ
レ

ー
キ

を
か

け
た

場
合

の
停

止
距

離
が

5
m以

内
（

油
圧

又
は
空
気

圧
を

動
力
と

し
て

用
い
る

も
の

）

1
/
5勾

配
（
約
1
1
°
）

の
床

面
で

停
止

状
態

を
保

持
で

き
る

走
行

装
置

操
作

装
置

ハ
ン
ド
ル

・
ブ

レ
ー

キ
・

レ
バ

ー
・

ス
イ

ッ
チ

等
の

走
行

・
操

作
装

置
が

容
易

に
操
作
で

き
る

位
置
に

配
置

さ
れ
て

い
る

装
置
の
有

す
る

機
能

、
操

作
方

法
等

が
明

確
に

表
示

さ
れ

て
い

る

昇
降

装
置

床
面
の
高

さ
が

1
.5

ｍ
を

超
え

る
場

合
、

安
全

に
昇

降
で

き
る

た
め

の
設

備
を

備
え

る

運
転

席

運
転
者
が

容
易

に
転

落
し

な
い

構
造

後
写
鏡
を

備
え

て
い

る

運
転
室
に

は
安

全
ガ

ラ
ス

を
使

用

方
向

指
示

器
方

向
指
示

器
を

左
右

に
一

個
ず

つ
備

え
て

い
る

（
最
高
速

度
10

k
m未

満
の

も
の

、
中

心
部

か
ら

最
外

側
ま

で
の

距
離

65
c
m未

満
か

つ
運

転
席
が

な
い

も
の
は

除
く

）

警
報

装
置

警
報
装
置

を
備

え
て

い
る

表
示

運
転
者
の

見
や

す
い

位
置

に
、

製
造

者
名

、
製

造
年

月
又

は
製

造
番

号
、

最
大

積
載
量
及

び
車

両
総
重

量
等

を
表
示

※
最
高

走
行

速
度
2
0
km

/
h未

満
の
場

合
1
1




